
第２３期 第７回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和８年３月６日（金） 
１３：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「中会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の4） 

 
  

～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 

（１）サルボウの試験養殖について（白石支所）（報告）・・・・・・・・・・P１～３ 

（２）タイラギの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議）・・・・・P４～６ 

（３）委員会指示の適用除外について（協議） 

１ 日本工営株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７～14 

２ 有明水産振興センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15～31 

（４）あんこう網漁業の新規許可について（諮問）・・・・・・・・・・・・・P32～36 

（５）その他 

 

３ 閉    会  
 



　　令和6年5月29日付け(試養第241001号)で承認を受けた試験養殖について、

　別紙のとおり報告を致します。

佐賀県有明海漁業協同組合

代表理事組合長 西久保　　敏

試 験 養 殖 実 績 報 告 書

佐 有 漁 協 第 ３ ２ ９ 号

令 和 8 年 3 月 2 日

佐賀県知事 山　口　　祥　義　　様

佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外821番地4
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佐賀県有明海区漁業調整委員会

　会　長　　西　久　保　敏　様　

　謹啓　貴台益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素より本県有明海における漁業調整並びに水産業振興につきましては、日頃よ

り特段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、有明海におけるタイラギが激減し、潜水器漁業も14季連続休業しており、

現在タイラギ資源の回復に向け各種取り組みが行われているところです。

　そのような中、有明海海域東側の一部で僅かな稚貝の生息が確認されており、

漁業者による自主的な監視体制には限界があるため令和7年4月1日から令和8年3月

31日までの間、委員会指示にてタイラギの採捕禁止が決定され資源の回復を図って

復を図りたいと存じます。

　つきましては、下記の内容を取り入れた漁業調整委員会指示により、タイラギ資

源の回復にご助力賜りますようお願い申し上げます。

１．採捕禁止区域

　　佐賀県有明海区干潟域

２．採捕禁止対象

　　全てのタイラギ

佐 有 漁 協 指 第 ３ ３ ０ 号

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日

佐 賀 県 有 明 海 漁 業 協 同 組 合

代表理事組合長 　西　久　保　敏

タイラギの採捕禁止について（要望）

いるところです。

　今般、委員会指示期間の満了に伴ない引き続きタイラギの採捕を禁止し、資源回

記
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６８７２号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県

有明海区におけるタイラギの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐

賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

 

 令和７８年３月  日 

  

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏   

 

１ 次の区域内においては、タイラギの採捕を禁止する。 

ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの各点を順に結んだ直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別図のとおり） 

 

点ア 福岡県柳川市七ツ家の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場

境界標石柱と佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された

有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱とを結んだ直線上の中央点 

（世界測地系） 

点イ 北緯 33 度４分 17 秒  東経 130 度 18 分 14 秒 

点ウ 北緯 33 度４分 23 秒  東経 130 度 17 分 45 秒 

点エ 北緯 33 度６分 39 秒  東経 130 度 15 分 26 秒 

点オ 北緯 33 度５分 44 秒  東経 130 度 12 分 54 秒 

点カ 北緯 33 度４分 36 秒  東経 130 度 11 分 49 秒 

点キ 北緯 33 度３分 18 秒  東経 130 度 11 分 25 秒 

点ク 亀瀬灯標 

点ケ 北緯 32 度 58 分 05 秒 東経 130 度 13 分 40 秒 

点コ 夜灯鼻灯台 

 

２ 指示の期間は、令和７８年４月１日から令和８９年３月３１日までとする。 
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佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６２号、第６４号の適用除外申請書

令和 8 年 2月 12日
佐賀県有明海区漁業調整委員会会長 様

住所 福岡市博多区東比恵 1-2-12 R＆F センタービル
氏名 日本工営株式会社 福岡支店長 生島 潤一

下記により適用除外承認を受けたいので申請いたします。
なお、当該委員会指示が継続となった際には、本申請をもって新しい委員会指示につい

ても承認いただきますようお願いします。

記

１ 目的
業務名：防衛省九州防衛局の委託による「佐賀（6）環境モニタリング調査」におい

て、佐賀駐屯地周辺の環境現況調査の一環として、佐賀空港沿岸の海域における魚類の
生息実態の把握を目的として実施する。

２ 適用除外の承認を必要とする事項
佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第 62 号、第 64 号

３ 使用船舶 （別紙参照）

４ 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量
魚類。調査に必要な最小数量として各種数個体

５ 適用除外の期間 承認日から令和 9 年 3 月 31 日まで

６ 採捕の区域 有明海（別紙参照）

７ 使用漁具及び漁法 投網、たも網、マルチネット（別紙参照）

８ 採捕に従事する者の住所及び氏名 別紙参照 
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(別紙-２)使用する主な調査方法 

 

調査 

方法 
努力量の目安 対象魚 イメージ 

投網 
各調査対象環境区分で
それぞれ5回程度 

・ハゼ類等遊泳魚全般 

 

たも網 
各調査対象環境区分
で30分程度 

・ハゼ類等底生性魚類
全般 

 

マルチネ
ット 

約2ノット程度で10分間、
表層を水平曳き 

・遊泳魚類全般 

 

 

 

  

マルチネットによる 

試料採取 
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(別紙-３)採補に従事する者の住所及び氏名 

 

住   所 氏 名 

福岡市博多区東比恵1-2-12R&Fセンタービル 

日本工営株式会社 基盤技術部 環境グループ 

（電話：092-475-7556） 

神山 博志 

草場 浩平 

笠 晋輔 

加藤 史弘 

下田 直樹 

上家 章子 

幡谷 有翼 

山根 明 

橋川 遼人 

福岡県福岡市西区今津6015-7 

海洋プランニング株式会社 九州支店 

(電話：092-805-3663) 

井手 陽一 

瀬崎 博之 

末藤 正樹 

中野 恭亮 

井上 裕太 

西田 勝彦 

大阪府大阪市福島区福島5-15-2-301 

海洋プランニング株式会社 大阪支店 

(電話：06-4797-3807) 

木村 嘉輝 

久保田 康裕 

 

東京都世田谷区尾山台2-28-15-2F 

海洋プランニング株式会社 東京支店 

(電話：003-3703-8295) 

尾崎 航 

名嘉 望実 

椎名 弘 
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№ 船名 漁船登録番号  総トン数
推進機関の種類
及び馬力数

所有者氏名

1 おおうら SA3-16901 4.90 ジーゼル 90ps 佐賀県有明海漁業協同組合

2 大福丸 SA3-16067 3.60 ジーゼル 330kw 大鋸武浩

3 新誠丸 SA3-13694 4.99 ジーゼル 70ps 貞包政伸

4 宝来丸 SA3-16612 3.60 ジーゼル 70ps 貞包保則

5 七福丸 SA3-17232 3.60 ジーゼル 268kw 原田浩治

6 進栄丸 SA3-16062 3.60 ジーゼル 265kw 竹島靖博

7 清力丸 SA3-16623 3.60 ジーゼル 330kw 佐賀県有明海漁業協同組合

8 宝山丸 SA3-17544 4.40 ジーゼル 265kw 石田和樹

9 栄祥丸 SA3-17358 3.90 ジーゼル 70ps 弥永義弘

10 㐧二勇栄丸 SA3-16057 3.60 ジーゼル 330kw 大鋸勇哉

11 宗徳丸 SA3-17122 3.50 ジーゼル 330kw 境田耕治

12 海運丸 SA3-16552 3.60 ジーゼル 283kw 上戸直博

13 海運丸 SA3-15987 3.60 ジーゼル 330kw 上戸良太

14 勇進丸 SA3-16551 3.60 ジーゼル 70ps 上戸幸也

15 第八善幸丸 SA3-16848 4.60 ジーゼル 70ps 川下 始

16 更繁丸 SA3-16804 4.40 ジーゼル 70ps 川浪勇一

17 幸進丸 SA3-16245 3.80 ジーゼル 283kw 香田健一郎

18 香徳丸 SA3-16148 3.60 ジーゼル 70ps 香田利久

19 㐧二幸徳丸 SA3-12593 4.97 ジーゼル 235kw 小林又年

20 幸徳丸 SA3-15988 3.60 ジーゼル 70ps 小林義孝

21 宣栄丸 SA3-16585 4.60 ジーゼル 70ps 平方宣清

22 勝盛丸 SA3-16625 4.60 ジーゼル 70ps 溝江博司

23 光洋丸 SA3-16601 4.20 ジーゼル 70ps 山上茂康

24 㐧二加徳丸 SA3-16280 3.80 ジーゼル 330kw 山本末則

25 山本丸 SA3-16338 3.30 ジーゼル 283kw 山本忠弘

26 祐盛丸 SA3-16531 3.60 ジーゼル 70ps 隈部勇光

27 敏栄丸 SA3-16562 3.60 ジーゼル 70ps 八谷敏美

28 登光丸 SA3-16129 3.60 ジーゼル 70ps 八谷 登

29 美紀丸 SA3-16292 3.80 ジーゼル 70ps 八谷文夫

30

使用船舶一覧
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契約番号： 2024U120996

設計等技術業務委託契約書
業務名 佐賀( 6) 環境モニタ リ ング調査

履行場所 佐賀県佐賀市

履行期間 令和07年03月07日から 令和09年03月31日まで

業務委託料 \146, 300, 000
（ う ち取引に係る消費税及び地方消費税の額） ： \13, 300, 000

契約保証金 \14, 630, 000

　 上記の業務について、 発注者と 受注者は、 各々の対等な立場における合意に基づいて、 別添の
条項によっ て公正な委託契約を締結し 、 信義に従っ て誠実にこ れを履行するも のと する。
　 本契約の証と し て、 発注者及び受注者が電子署名の上、 電子媒体と し て電子契約システム上に
保管する。

　

令和07年03月06日

発注者
住所　 福岡県福岡市博多区博多駅東２ －１ ０ －７
氏名　 支出負担行為担当官　 九州防衛局長　 江原　 康雄

受注者
　
住所　 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号
氏名　 日本工営株式会社　 福岡支店　 支店長　 生島　 潤一

-契約条項-

　 約款については、 別添のと おり 添付する。
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2025/3/31 11: 42: 27

契約番号： 2024U120996

   署名状態

支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原　 康雄 ： 署名済

日本工営株式会社 福岡支店　 支店長 生島　 潤一 ： 署名済

13



14



佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第 62、63、64、68、70 号及び 71 号の 

適用除外申請書 

 

    佐有水振第 1783 号 

令和 8 年 2 月 16 日 

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

         会長 西久保 敏 様 

 

                          住所 小城市芦刈町永田 2753 の 2 

                               氏名 佐賀県有明水産振興センター 

                          所長  中島 則久 

 

 

 下記により佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第 62、63、64、68、70 号及び 71

号の適用除外を受けたいので申請します。なお、当該委員会指示が同様の内容にて

指示期間の延長をされた場合には、本申請をもって新しい委員会指示の適用除外申

請として取り扱っていただき、今回の承認でもって、新しい委員会指示の適用除外

申請も承認されたこととして取り扱っていただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 適用除外の理由 

  生息・成育状況調査として、竹羽瀬漁業の保護区域または委員会指示された海

域においてタイラギを、全域においてウミタケおよびアゲマキを、養殖漁場にお

いてノリ等を採捕・採取するため。 

  

２ 適用除外の期間 

  令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで 

 

３ 調査の目的及び方法 

 〇目的 

有明海の干潟域に生息しているタイラギ、ウミタケ及びアゲマキ等の底生生

物の成長や成熟、生息状況、その年の発生状況等の把握。タイラギ資源を増大

させるための母貝・稚貝移植効果の把握。また、ノリ養殖状況の把握。 

 

〇方法 

手堀、じょれん、長柄じょれん、ねじ棒、簡易潜水器又はヘルメット式潜水

器により採捕・採取。 
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４ 調査に使用する船舶 

 

 

５ 調査を実施する者の所属、住所及び氏名 

 佐賀県有明水産振興センター            職員 

 （佐賀県小城市芦刈町永田 2753-2） 

 

 

佐賀県有明海漁業協同組合大浦支所       石田 和樹  

（佐賀県藤津郡太良町大字大浦丙 530 番地 3）     上戸 幸也 

〃               木下 知之 

〃               香田 利久 

〃               山本 忠弘 

         〃               山本 末則  

 

 

佐賀県有明海漁業協同組合佐賀市支所      右近 浩二 

 （佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五 1555 番地 3）       香月 博司 

         〃               古川 稔 

        〃               田中 勝博 

        〃               田中 茂寛 

 

 

佐賀県有明海漁業協同組合新有明支所       小野 茂 

（佐賀県杵島郡白石町大字新明 2813 番地）    岩永 強  

 

船名 ありあけ かもめ ちどり 宝山丸 清力丸 香徳丸 義栄丸 榮丸

漁船登録番号 SA2-2001 SA3-18100 SA3-18000 SA3-17544 SA3-16623 SA3-16148 SA3‐17538 SA3－17329

総トン数 9.7t 4.2t 2.3t 4.4t 3.6t 3.6t 2.64t 4.8ｔ

推進機関の種類 ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル 電気点火 ディーゼル

及び馬力数 660kw 254kw 134kw 265kw 330kw 70ｐｓ 60kw 221kw過冷

所有者名 石田　和樹
佐賀県有明海

漁業協同組合 香田　利久 池田　義孝 小野　茂

船名 極丸 極丸 繁義丸 山本丸 勇進丸
第二

加徳丸
卓丸 信栄丸

漁船登録番号 SA３‐30288 SA3‐17138 SA3-17193 SA3-16338 SA3-16551 SA3-16280 SA3‐17670 SA2-1878

総トン数 0.98t 4.4ｔ 3.8トン 3.3ｔ 3.6ｔ 3.8t 4.8t 6.6ｔ

推進機関の種類 電気点火 ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル

及び馬力数 30kw 70過冷 301kw 283kw 70過冷 330kw過冷 450kw過冷 421kw 過冷

所有者名 野中　隼斗 野中　隼斗 井口　繁臣 山本　忠弘 上戸　幸也 山本　末則 田中　和宏 石橋　定博

船名 信栄丸 清穂丸 勝信丸 昭月 海良丸 光栄水産 神聖丸

漁船登録番号 SA3-16795 SA2-1890 SA3-17434 SA3-17594 SA3-17351 SA3-17691 SA3-16853

総トン数 4.1t 6.6t  4.9t 4.8t 4.3t 4.8t 4.9t

推進機関の種類 ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル

及び馬力数 330kw 過冷 355kw 過冷 450kw 過冷 450kw 過冷 450kw 過冷 450kw 過冷 357kw過冷

所有者名 石橋　定博
佐賀県有明海

漁業協同組合 金澤　知輝 松本　隆昭
佐賀県有明海

漁業協同組合

佐賀県有明海

漁業協同組合 井上　敏弘

佐賀県
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佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所       池田 義孝 

（佐賀県鹿島市浜町 1707 番地）         北村 一幸 

        〃                小柳 善治 

        〃                野中 隼斗 

        〃                峰松 輝巳 

        〃                峰松 建美 

        〃                峰松 一光 

        〃                峰松 正人 

 

 

佐賀県有明海漁業協同組合たら支所        土橋 裕哉 

（佐賀県藤津郡太良町大字糸岐 1558 番地 11 2F） 

 

 

佐賀県有明海漁業協同組合久保田町支所      井口 繁臣  

（佐賀県佐賀市久保田町大字新田 1500 番地 14） 

 

 

佐賀県有明海漁業協同組合諸富町支所       田中 卓  

（佐賀県佐賀市諸富町為重 72 番地 1）        石橋 信 

        〃                   實松 恭平 

        〃                   金澤 知輝 

        〃                   松本 昭一 

〃                   野中 良一 

〃                   馬場 雄太 

〃                   太田 一希 

〃                   弟子丸 紘輔 

〃                   本村 涼平 

〃                   井上 怜誠 

 

 

６ 採捕尾数   タイラギ、サルボウ、アサリその他底生生物 200kg 以内 

ムツゴロウ 1,000 尾以内 

           シオマネキ  100 尾以内 

       アゲマキ    50 ㎏以内 

       ウミタケ    50 ㎏以内  

ノリ     100 ㎏以内 

 

７ その他 

  必要に応じて佐賀県漁業調整規則の特別採捕許可を得る。 
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調査計画書（ノリ養殖状況調査） 

 

 

1. 目的 

佐賀県のノリ養殖生産枚数および生産金額は、平成 15 年度以降、いずれも 19 年連続

日本一であったが、令和４年以降赤潮の長期発生により厳しい状況になっている。また、

以前よりアカグサレ病を代表とした病気および赤潮発生による色落ちの被害が毎年発

生するなど、様々な課題を抱えている。ノリ養殖の生産を安定させるためには、ノリの

生育状況や海況を早期に把握し、生産者に対して状況に応じた養殖管理の指導を行うこ

とが重要となる。 

そこで、本調査では、ノリ養殖漁場内のノリ葉体および海水等を採取し、養殖状況を

把握する。 

 

2. 調査項目および方法 

（１）ノリの生長状況 

（２）病気の発生状況 

（３）色落ちの発生状況 

（４）生産漁場の水温、塩分、栄養塩、プランクトン細胞数、クロロフィル等 

 

ノリ養殖期間中の 10～3 月に、ノリ葉体の採取を週 1 回程度、海水の採水等を週 2 回

程度行い、上記の項目を調査する。採取地点および採取本数は養殖状況に応じて調整す

る。 
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調査・研究計画書（タイラギ） 

 

 

1. 目的 

タイラギは平成 11 年以降資源状況が厳しく、現在 14 年連続の休漁となるなど、資源

回復が喫緊の課題である。このようなことから、卵を産む母貝集団の創出により資源の

回復を図るため、引き続き国や関係県と協調して人工種苗生産および稚貝の移植技術の

開発に取り組む。また、干潟や沖合漁場における資源状況についても調査を行う。 

 

2. 調査・研究項目および方法  

（１） 種苗生産技術開発 

 タイラギの成貝から 6～8 月に採卵し、浮遊幼生および着底稚貝を 3～6 か月飼育し、

殻長 50 ㎜の稚貝を陸上施設・干潟等で生産する技術の開発を行う。この取組を実施する

ため、佐賀県有明海の干潟や沖合に生息する成貝を 100 個程度採捕する。 

 

（２） 移植技術開発 

 種苗生産した稚貝等を用いて干潟、沖合の 4 地点及びカキ筏の漁場に移植する技術の

開発を行う。移植後は、生残や成長について追跡調査を定期的（1 回/月予定）に実施し、

一定面積からタイラギを採捕する。 

 

（３） 資源量把握調査 

 沖合の 55 地点程度において潜水によりタイラギの生息状況を調査する。また、まとま

った生息が確認された地点周辺では、1回/月程度潜水調査を実施する。 

また、干潟域においては 5 地点程度で生息状況調査を実施し、これらの調査で発見され

たタイラギは、採捕し、殻長や重量を測定する。 
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表１ 各調査の時期、採捕総量、調査地点数など 

調査・試験項目 実施時期 採捕総量 調査地点数など 

種苗生産技術開発 

（母貝採集） 

周年 約 100個 5 地点 

移植技術開発 

（追跡調査） 

周年（1回／月） 約 500 個 5 地点 

資源量把握調査 沖合：10～2 月 

沖合：周年（1回/月） 

200 ㎏以内 

約 200 個 

沖合：55地点程度 

沖合：1～5 点程度 

 

調査地点図 
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調査・研究計画書（アゲマキ） 

 

 

1. 目的 

アゲマキは平成元年ころから原因不明の大量死によって資源が激減し，平成 9 年以降

ほとんど漁獲がない状況となった。このようなことから、卵を産む母貝集団の創出によ

り資源の回復を図るため、人工種苗生産および稚貝の放流技術の開発に取り組む。また、

干潟域における資源状況の把握についても調査する。 

 

2. 調査・研究項目および方法 

（１） 種苗生産技術開発 

アゲマキの成貝から 9～11 月に採卵し、陸上施設等で生産する技術の開発を行う。この

取組を実施するために、有明海佐賀県海域の干潟に生息する成貝を約 300 個程度採捕す

る。 

 

（２） 種苗放流技術開発 

 種苗生産した稚貝を干潟 2～6 地点の漁場に放流する技術開発を行う。放流後は、生残

や成長について追跡調査を定期的（1 回/月）に実施し、一定面積からアゲマキを採捕す

る。 

 

（３）資源量把握調査 

 7～10 月に、干潟の 50～100 地点においてアゲマキ生息状況を調査する。これらの調査

で発見されたアゲマキは、採捕し、殻長や重量を測定する。 

 

（４）養殖技術開発 

 4～6 月に、アゲマキ放流をした干潟の 1～2カ所において、稚貝を採取し、移植する。

その後、アゲマキの成長の状況を調査する。これらの調査で発見されたアゲマキは、採

捕し、殻長や重量を測定する。 
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表１ 各調査の時期、採捕総量、調査地点数など 

調査・試験項目 実施時期 採捕総量 調査地点数

など 

種苗生産技術開発 

（母貝採集） 

4～11 月 約 300 個 10 地点 

種苗放流技術開発 周年（1回/月） 100 個/回 2～6 地点 

資源量把握調査 

 

7～10 月 

 

約 100 個 

 

50 ～ 100

地点 

養殖技術開発 移植 4～6 月 

 

調査 周年（1回/月） 

種苗放流地から約 1 万個

体を採捕し、移植する。 

その後、調査で 60 個/回

採取 

2～10 

地点 

 

調査地点図 
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調査・研究計画書（ウミタケ） 
 

 

1. 目的 

ウミタケ資源の回復を図るため、漁場造成技術等の開発に取り組む。また、漁場にお

ける資源状況の把握についても調査する。 

 

2. 調査・研究項目および方法 

（１） 資源量把握調査 

 沿岸及び沖合の地点において潜水等によりウミタケ生息状況を調査する。また、まと

まった生息が確認された地点では、1 回/月程度潜水調査を実施する。これらの調査で発

見されたウミタケは、採捕し、殻長や重量を測定する。 

 

表１ 各調査の時期、採捕総量、調査地点数など 

調査・試験項目 実施時期 採捕総量 調査地点数など 

資源量把握調査 周年 約 500 個 約 50 地点 

調査地点図 
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調査・研究計画書（アサリ） 

 

 

1. 目的 

アサリは佐賀県有明海において、重要な漁獲対象種であるが、平成 8年をピークに漁獲量

は急激に減少している。そのため当センターでは生息状況を把握し、資源保護方法について

検討する。 

 

2. 調査・研究項目および方法 

  調査は、佐賀県有明海海域の干潟域において実施する。 

（１）生息状況調査 

干潮時に１辺が 15cm×15cm の方形枠や内径 3cm の円筒形パイプ等を用いて、深さ約

20cm までの底泥を採取し、それに含まれるアサリの数量を調べる。 

（２）網袋・被覆網調査 

  網袋、被覆網等の設置を行い、アサリ保護効果や稚貝の捕捉効果を検証する。調査方法

は、干潮時に１辺が 15cm×15cm の方形枠を用いて、深さ約 20cm までの底泥を採取し、そ

れに含まれるアサリの数量等を調べる。 
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表１ 各調査の時期、採捕総量、調査地点数など 

 

調査・試験項目 実施時期 採捕総量 調査地点数など 
生息状況調査 周年 約 20 ㎏ 延べ 100 地点程度 

網袋、被覆網調査 周年 約 20 ㎏ 延べ 30 地点程度 

 

調査地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象海域 
主な生息状況・網袋調査場所 
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調査・研究計画書（サルボウ） 

 

 

1. 目的 

サルボウは、平成 2 年の漁獲量が 15,000 トンであり、有明海でも重要種であるが、近年、夏場に

発生する貧酸素水塊、低塩分、高水温等による斃死の発生により、令和 4 年からの 4 年間休漁と

なっている。このようなことから、漁場での生息状況等を把握するとともに、資源回復に向けた試験・

調査を実施する。 

 

2. 調査・研究項目および方法 

（１）生息状況調査 

 年に 1 回（2～3 月）程度、概ね 40 点においてサルボウの生息状況を調査する。調査では、長柄

ジョレンを用いて一定面積を数回曳航し、サルボウを採取するとともに、サルボウの殻長及び湿重

量を測定後、得られたデータと曳航面積から地点別のサルボウの現存量や漁場での資源量、世代

構成（年級構成）を推定する。 

 

（2）浮遊幼生・着底稚貝調査 

  6 月から 8 月の旬別に有明海佐賀県沿岸域 5 定点において、サルボウの発生状況を調査す

る。調査は、プランクトンネットによる浮遊幼生の採取を行うとともに、採苗器（パーム）による着底稚

貝（0.3～1 ㎜）の採取を行う。 

 また、9 月から 3 月にかけて、着底稚貝調査を沿岸域 10 点程度行う。調査は、長柄ジョレンを用

いて一定面積を数回曳航し、着底稚貝の成長や資源量を推定する。 
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表１ 各調査の時期、採捕総量、調査地点数など 

調査・試験項目 実施時期 採捕総量 調査地点数など 

生息状況調査 年 1 回 約 180 ㎏ 40 地点程度 

（地点図参照） 

浮遊幼生・着底稚貝調査 年 12 回 約 1 ㎏ 5 地点（地点図参照） 

 

調査地点図 
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調査・研究計画書（カキ類） 

 

 

1. 目的 

カキ類（マガキ、シカメガキ、スミノエガキ）は、干潟域にカキ礁を形成しており、有明海の環境改

善に寄与している重要な種である。近年、夏場に発生する貧酸素水塊、低塩分、高水温等に二枚

貝類の大量斃死が発生している中、カキ類はこうした環境下でも比較的資源を維持している種で

ある。また、特に、スミノエガキは、日本では有明海にしか生息していない希少な種であり、生産物

としての価値も非常に高い。カキ類の資源増大のためカキ礁造成試験及び、その後の生息調査を

実施する。 

 

2. 調査・研究項目および方法 

（１)干潟域でのカキ礁の増養殖試験および調査 

 5 月から 7 月にかけて、カキ類の資源増大のためカキ礁造成試験及び、その後の生息調査を実

施する。 

 

表１ 各調査の時期、採捕総量、調査地点数など 

調査・試験項目 実施時期 採捕総量 調査地点数など 

干潟域でのカキ類の増養

殖試験および調査 

年 10 回程度 約 100 ㎏ 2 地点程度 

（地点図参照） 
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調査地点図 
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調査・研究計画書（底質環境調査） 

 

 

1. 目的 

サルボウ、アサリ、タイラギ等有用二枚貝類の生息環境の変化を把握するため、有明

海佐賀県沿岸域において、底質及び底生生物の調査を実施する。 

 

2. 調査項目および方法 

（１）底質調査 

採泥器（エクマン・バージ型）により海底土を採取し、底質の粒度（中央粒径値、泥

分）、酸揮発性硫化物、化学的酸素消費量、強熱減量の分析を行う。 

（２）底生生物調査 

採泥器（エクマン・バージ型）により海底土を採取し、１mm メッシュの網に残った底

生生物の種類を調べ、数量を計測する。 

 

表１ 各調査の時期、採捕総量、調査地点数など 

調査・試験項目 実施時期 採捕総量 調査地点数など 

底質調査及び 

底生生物調査 

年 4 回 

（5,8,11,2 月） 

多毛類、甲殻類、軟

体類等の底生生物約

1kg 

10 地点（地点図参照） 
 

 

3.調査地点図 
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水産第４７１５号 

令和８年２月２６日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 会長 西久保 敏  様 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

あんこう網漁業の新規許可について（諮問） 

 

 

 あんこう網漁業について、追加の申請期間を設けていましたが、下記の者から

新規の許可申請書が提出されました。 

つきましては、あんこう網漁業許可方針に基づき、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

新規許可申請者： 井口 繁臣（久保田町支所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  （担当：農林水産部水産課） 
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あんこう網漁業許可方針 

 

第１ 制限措置 

１ 漁業種類 

あんこう網漁業 

２ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

    漁業者の数 ２２人（漁具の統数 ２２統） 

船舶の数  １人につき２隻まで 

３ 船舶の総トン数 

    制限なし 

４ 推進機関の馬力数 

制限なし 

５ 操業区域 

佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を含む。） 

６ 漁業時期 

１月１日から１２月３１日まで 

７ 漁業を営む者の資格 

（１） 新規許可は原則として認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者

はこの限りでない。 

ア ２親等以内の親族から許可を承継する者。ただし、許可を譲渡する者が、

有している当該漁業の許可を全て譲渡又は廃業する場合に限る。 

イ 佐賀県有明海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと認められ

た者 

（２） 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者 

（３） 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

（４） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」という。）

第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

（５） 適切な資源管理を実践できる者 

（６） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 

第２ 許可の有効期間 

令和４年７月１日から令和９年６月３０日まで 

 

第３ 申請すべき期間 

１ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和４年３月３１日から令和４

年５月１日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請者の数（以下「申請者数」という。）が、２２人

に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申請期間として追加

する。なお、人数の集計は、同一人に係るものは１とする。（以下この許可方針にお

いて同じ。） 

３ 令和９年５月３１日までの期間において、申請者数と申請期間の最終日時点で有効

な許可又は起業の認可を受けている漁業者の数を足した数（以下「合計人数」という。）

が２２人に到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請
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期間として追加することを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より前の申請

期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若しくは不許可の処分又は申請の取下

げをしたものについては、これを申請者数から除く。 

４ 合計人数が２２人に到達した日以降から令和９年５月１０日までの期間において、

廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな申請期間を追加する。申請期間は、

規則第１１条第１項に基づく公示をした日から１０日間とする。ただし、１０日後が

閉庁日のときは、その次の開庁日までを申請期間とする。また、これ以降の申請期間

の取扱いは、上記３に同じ。 

５ 上記１～４に関わらず、同一人への２隻目の許可に係る申請期間は、令和４年３

月３１日から令和９年５月３１日までとする。 

 

第４ 許可の基準 

合計人数が２２人を超える場合は、最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲げ

る優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互

間の優先順位は抽選による。なお、同一人による２隻目の許可に係る申請については、

下記の優先順位に関わらずこれを許可する。 

（１） 該当する申請期間の始期の前日時点で従前の当該漁業の許可を有していた者。

ただし、当該順位の適用は、令和４年６月３０日までに受付けた申請に限る。 

（２） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のアに該当する者 

（３） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のイに該当する者。なお、佐賀県有

明海区漁業調整委員会に諮り、特別の事情等を考慮し、優先順位を定められた場

合は、この順位の中で、更にその順位による。 

 

第５ 条件 

１許可者につき、使用できる漁具は１統までとする。なお、１許可者で２隻の許可を受

けた場合においても同じ。 
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